
区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

暮
ら
し

社会福祉会館・人権週間事業 社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

▼皮革工芸体験教室「革で来
年の干

え と
支(寅

とら
)のマスコット

キーホルダーを作ろう！」

12月4日(土) ▼午前の部＝
午前10時～11時半　 ▼午
後の部＝午後2時～3時半

内区の産業である皮革産業を映像等で学び、マスコットキーホルダー
とシトラスリボンを作る　＊参加者には記念品を進呈　対区内在住
在勤在学の小学生以上　＊小学校3年生以下は保護者の同伴が必要　
定各部先着12人　費無料　申事前に社会福祉会館☎3619－1051
へ　＊受け付けは12月3日までの午前9時～午後5時(土・日曜日、祝
日を除く)

▼人権講演会「ソーシャルイ
ンクルージョンによる人権
のまちづくり

　〝ウイズコロナ
　時代を迎えて〞」

12月11日(土)午後1時15
分～2時45分　＊受け付け
は午後1時～

【講師】炭谷 茂氏(社会福祉法人恩賜財団済生会理事長)　＊手話通訳
あり　定先着30人　費無料　申 11月22日から住所・氏名・電話番
号を、直接または電話、ファクス、Eメールで社会福祉会館☎3619－
1051・℻  3619－1054・ SYAHUKU@city.sumida.lg.jpへ　＊直
接、電話での受け付けは、月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日
を除く)　＊空きがあれば当日会場でも申込可　＊申込時に2歳以上の
未就学児の一時保育(定員制)の希望可

ひょうたんランプを作ろう 12月12日(日 ) ▼ 1部＝午
前10時～正午　 ▼2部＝午
後1時～3時

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内ひょうたんに絵を描いてくり抜き、ランプを作る　＊小学生以下は
保護者の同伴が必要　定各部先着15人　費各部3000円(材料費、保
険料込み)　持メガネまたはゴーグル(必要な方のみ)　申事前に、み
どりコミュニティセンター☎5600－5811へ

健
康
・
福
祉

ローズティーの会(同愛認知症
家族会)

11月26日(金)午後1時半～
3時

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内悩みの共有、情報交換　対認知症の家族を介護している方、介護の
経験がある方、認知症や介護に関心がある方　定先着10人　費無料　
申事前に同愛高齢者支援総合センター(亀沢2－23－7塚越ビル1階)
☎3624－6541へ

今日から始める認知症予防(医
師編)

12月2日(木)午後2時～3
時半

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4都営住
宅4号棟1階)

内認知症サポート医による講演会　対認知症に関心がある方など　
定先着15人　費無料　申事前に電話で、うめわか高齢者支援総合セ
ンター☎5630－6541へ

ふくの会(なりひら認知症家族
会)

12月4日(土)午後1時半～
3時半

なりひら神明橋集会所
(業平5－6－2)

内認知症の家族を介護している方の悩みの共有・情報交換　対区内
在住で認知症の家族を介護している方　定先着10人　費無料　申事
前に、なりひら高齢者支援総合センター(業平5－6－2・なりひらホー
ム内)☎5819－0541へ

炭谷 茂氏

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ )。なお、参加に当たっては、マスクの着用や手指消毒等、各会場でお願いする感染症対策にご協力ください。

山路を登りながら

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。
また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。ご注意ください

被害者等への理解を深めましょう
犯罪被害者週間

11月25日～12月1日(犯罪被害者等基本法
が成立した12月1日以前の1週間)は犯罪被害
者週間です。犯罪の被害に遭うと、身体的被害
のほか、捜査や裁判に伴う負担、噂

うわさ
や中傷によ

る精神的苦痛など、多くの困難な問題に直面し、
被害者とその家族の生活は一変します。これを
機に、犯罪被害者等が置かれている状況や、犯
罪被害者等の名誉または生活における平穏への
配慮の重要性等についての理解を深めましょう。
　区では、人権啓発冊子「人権感覚」を発行し
様々な人権問題を取り上げています。犯罪被害
者やその家族の人権問題についても掲載してい
ますので、ぜひ、ご覧ください。
[配布場所]区民情報コーナー(区役所1階)　＊区
ホームページからも出力可 [問合せ]
人権同和・男女共同参画課人権同和
担当☎5608－6322

つながりささえあうみんなの地域づ
くり
歳末たすけあい運動

　今年も歳末たすけあい運動を行います。皆さん
からお寄せいただいた募金は、高齢者や障害のあ
る方への福祉活動のほか、ボランティア活動、町
会・自治会の福祉活動、小地域福祉活動、ふれあ
いサロン活動など、区内の様々な福祉活動に活用
されます。皆さんのご協力をお願いします。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、街頭募金は行いません。以下のいずれかの方
法で募金をお願いします。
[実施期間]12月1日(水)～28日(火)[窓口での募
金方法]期間中、直接、次のいずれかの窓口へ ▼墨
田区社会福祉協議会(東向島2－17－14)　 ▼すみ
だボランティアセンター分館(亀沢3－20－11関
根ビル4階)　 ▼地域活動推進課地域活動推進担当
(区役所14階)　＊受け付けは月曜日～金曜日の午
前9時～午後5時(区役所は午前8時半～)[振り込
みでの募金方法]事前に電話で問合せ先へ　＊後
日、振込用紙を送付 [募金箱での募金方法]期間
中、区内各所に設置している募金箱へ　＊設置
場所は墨田区社会福祉協議会のホー
ムページを参照 [問合せ]墨田区社会
福祉協議会☎3614－3900

ご意見をお寄せください
都市計画の原案の縦覧、公
述、公聴会

[対象計画／対象区域]住宅市街地の開発整備の
方針／特別区、市、瑞穂町および日の出町
■都市計画の原案の縦覧
[縦覧期間／縦覧場所]12月1日(水)～15日(水)／
東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
(〒163－8001新宿区西新宿2－8－1第二本庁
舎12階北側)、都市計画課(区役所9階)
■都市計画の原案への公述申出
[公述時間]１人につき10分以内 [公述の対象者]
対象区域内に在住の方、計画案に利害関係がある
方 [公述申出]公述申出書を直接または郵送で縦
覧期間(必着)に東京都都市整備局都市づくり政
策部都市計画課へ　＊申出多数の場合は意見要

旨等を考慮し選定　＊公述申出書は縦覧場所で
配布しているほか、都ホームページからも出力可
■都市計画の原案の公聴会
[開催日時]令和4年1月20日(木) ▼午後2時～　

▼午後7時～[開催場所]都庁議会棟都民ホール(新
宿区西新宿2－8－1都議会議事堂1階)[申込み]当
日直接会場へ　＊公述申出がない場合は中止　＊別
日程でも開催あり(詳細は都ホームページを参照)
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ] ▼東京都都市整備局都市計画課☎5388－
3336　 ▼都市計画課都市計画・開発調整担当
☎5608－6265

交通事故等で保険証を使うときに
第三者行為による傷病届

　交通事故など第三者から受けたけがの医療費は、
原則として、加害者(相手方)が過失割合に応じ
て負担します。ただし、区に連絡・届出をするこ

とにより、保険証を利用して診療を受けることが
できます。この場合、病院窓口での自己負担分を
除いた医療費について保険者(墨田区など)が一
時立替えを行い、後日、加害者に請求します。そ
のため、交通事故など(自損事故含む)に遭ったら、
必ず区へ届け出てください。必要な書類(「第三
者行為による傷病届」など)は、事故の状況など
を聞いたうえでご案内します。
　また、交通事故の場合、事故証明書が必要とな
りますので、必ず警察にも届け出てください。
[対象]墨田区の国民健康保険・後期高齢者医療制
度に加入している方 [届出先・問合せ] ▼国民健
康保険＝国保年金課こくほ給付係☎5608－6124　

▼後期高齢者医療＝国保年金課長寿医療(後期高
齢者医療)資格・給付担当☎5608－6192

広告 「畳を通して長～いお付き合い」気軽にお電話下さい。HPでも…。あなたの町の（有）たたみ工房さいとう☎03－3631－9591

3墨田区のお知らせ
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広告 墨田区の工務店　雨漏りのプロ!　地域密着型で施工後も安心!　■東洋堂ハウスSP■　押上支店☎03－5637－7497
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